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（令８.４） 

 

 
租税特別措置法第 40 条では、非課税承認を受けた後

に、公益法人等及び公益信託がその非課税承認に係る寄

附財産等を譲渡した場合など、非課税承認の取消事由に

該当する場合であっても、一定の要件を満たすことで、

非課税承認を継続することができる特例が設けられてい

ます。 

この「記載のしかた」では、これらの各種特例の概要

や必要となる届出書等の記載方法を説明しています。 

 

「租税特別措置法第40条の規定による

届出書等」の記載のしかた 
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※この「記載のしかた」において使用している略称は、次のとおりです。 
 

 

 

 

措法 ··························· 租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号） 

措令 ··························· 租税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号） 

措規 ··························· 租税特別措置法施行規則（昭和 32年大蔵省令第 15号） 

私立学校法 ·················· 私立学校法（昭和 24年法律第 270号） 

特定非営利活動促進法 ··· 特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号） 

公益認定法 ·················· 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18年法律第 49号） 

整備法 ························ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 

18年法律第 50号） 

公益信託法 ·················· 公益信託に関する法律（令和６年法律第 30号） 

40条通達 ···················· 昭和 55 年４月 23 日付直資２－181「租税特別措置法第 40 条第１項後段の規 

定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて（法令解釈通達）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「記載のしかた」は令和８年４月１日現在に施行されている法令等に基づいて作成しています。 
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